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下請法改正の主な方向性①
① 買いたたきに係る課題

  コストが上昇している中で、交渉することなく価格を据え置かれたり、一方的にコスト上昇に
見合わない価格を決められたりして受注企業がしわ寄せを受けている。

  現在の下請法の買いたたき規制は、市価の認定が必要なところ、市価の把握が難しい。

主 な 課 題

  下請法において、買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、下請事業者からの
価格協議の申出に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に下
請代金を決定して、下請事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定を新設する。

検討の方向性

  支払手段として手形等を用いることにより、発注者（親事業者）が受注者（下請事業者）に資金
繰りに係る負担を求める商慣習が続いている。

主 な 課 題

  下請事業者の保護のためには、今般の指導基準の変更を一段進め、廃止を待たずに下請法上、
手形払を認めないこととする。

  電子記録債権やファクタリングについては、引き続き支払い手段として許容するが、支払期日ま
でに下請代金に相当する金銭（手数料等を含む満額）と引き換えることが困難であるものについて
は禁止する。

検討の方向性

② 約束手形に係る課題
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  現在、事業所管省庁には調査権限のみが与えられているが、公正取引委員会、中小企業庁、事業所管
省庁の連携した執行を拡充していくには不十分である。

  「トラック・物流Gメン」などに通報した場合、下請法の「報復措置の禁止」の対象となっていない。

主 な 課 題

下請法改正の主な方向性②
③ 物流に係る課題

  荷主・物流事業者間の問題（荷役・荷待ち）が顕在化しているが、発荷主から元請運送事業者
への委託は、下請法の対象外（独占禁止法の物流特殊指定で対応）であり、機動的な対応ができて
いない。

主 な 課 題

   発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、下請法の対象となる新たな類型と
して追加する。

検討の方向性

④ 各省連携に係る課題

  事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与する。
  下請事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正
取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加する。

検討の方向性
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下請法改正の主な方向性③
⑤ 「下請」という用語に係る課題

  下請法における「下請」という用語は、発注者（親事業者）と受注者（下請事業者）が対等な
関係ではないという語感を与えるとの指摘がある。

  時代の変化に伴い、発注者である大企業の側でも「下請」という用語は使われなくなっている。

主 な 課 題

  下請法において、「親事業者」、「下請事業者」、「下請代金」等の用語を時代の情勢変化等に
合わせた用語に改正する。 

検討の方向性

  下請法の適用基準として従業員数の基準を新たに追加する。
  具体的な基準については、下請法の趣旨や運用実績、取引の実態、事業者にとっての分かりやす
さ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300人（製造委託等）又は100人（役務提供委託
等）を基準とする。

検討の方向性

  実質的には事業規模は大きいが、資本金が少額であるため、下請法の親事業者に該当しない例が
ある。

  自ら減資する／下請事業者に増資を求めることにより下請法の適用を逃れる親事業者が存在する。

主 な 課 題
⑥ 適用基準に係る課題
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